
 

子どもたちが元気いっぱいに新年度をスタートさせてから約 1 カ月がたちました。学校に向かう日々

の子どもたちの様子はいかがでしょうか。今年度も子どもたちが安全に、安心して過ごすことができる

ように教職員一同、力を合わせて教育活動を進めてまいります。その第一歩として、本校では、「笑顔あ

ふれる下京雅小学校にするために」「みんなで意識しよう！」と題して、学習や遊びのきまり、持ち物の

きまりを設定しています。また、みんなが気持ち良く学校生活を送るために、大切なルールであること

を各学級で子どもたちと確認しています。つきましては、保護者の皆様もお目通しいただき、ご理解・

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【持ち物全般について】 

 ・持ち物にはすべてに名前を書きましょう。 

 ・学校には学習に必要な物だけ持ってきましょう。 

 ・学習に集中できるよう、シンプルな物を選び、遊んでしまう物は避けましょう。 

【筆箱の中身】 

・鉛筆、赤鉛筆(４年生以上については赤ボールペンでも可)、消しゴム、定規…シンプルな物がよい 

・シャープペンシルや赤以外の色ペンは持ってきません。 

・学習以外の目的で使用する物、おもちゃになるものは持ってきません。 

【体育学習の用意】 

・赤白帽、短パン、半袖または長袖(学校で購入可)の３点セットを持ってきましょう。 

・悪天候など、事情で洗濯が間に合わない場合には、体操服に準じた服装(短パン・ 

白のＴシャツなど)を持ってきましょう。 

・基本的に体操服の下に衣類は着用しませんが、肌着などを着用する場合は、必ず肌着の着替えを持

ってきましょう。(汗をかいた服を着続けることがないようにするため) 

・冬季の学習では、体操服の上に体育専用の上着(チャックなし、フードなしの物)を着ることができ

ます。登校時に着用している上着やコートは体育活動中には着ません。 

・レギンス、タイツ、ネックウォーマーは着用しません。(安全面・健康面配慮のため) 

 

 

 

【水筒】 

・衛生面配慮のため、コップ付きの水筒を推奨しております。 

・氷はお茶を冷やすものであり、口内に含ませたり、かみ砕いたりすることがないよう 

家庭でもお声かけください。 

 

【その他】 

・通学帽は登下校中、必ず着用しましょう。 

・学校内では名札を必ず見える位置に正しく付けましょう。（７0 円で新しい物を購入できます) 

・校区外へ子どもだけで行きません。 

・友達にお金や物をあげたり、もらったりしません。 

「笑顔あふれる下京雅小学校にするために」 

 保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします 

令 和 ７ 年 ５ 月 

京都市立下京雅小学校 

校長 神内 貴司 

 

・体操服を忘れた児童には，学習を保障するために学校で貸出をしています。（ただし数に限りがある

ため貸出が出来ない場合もあります。）借りた体操服はなるべく早く洗濯をし、返却してください。

忘れ物がないように家庭でもご確認ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やさしく、ていねいな言葉で

話そう。困っている人がいた

ら進んで手をかそう。 

 

 

 

① 周
まわ

りの人
ひと

を大切
たいせつ

にしよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分から進んで、相手の目を

見てあいさつをしよう。 

 

 

② 進
すす

んであいさつをしよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分から進んで学ぼう。相手

を見て、正しい姿勢で話しを

したり、聞いたりしよう。 

 

 

 

③ 授業中
じゅぎょうちゅう

は学習
がくしゅう

に集中
しゅうちゅう

しよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分のもの、みんなのものをて

いねいに使おう。そうじをして

いつもきれいにしておこう。 

 

 

 

④ 物
もの

を大切
たいせつ

にし、いつも気
き

持
も

ちのよい学校
がっこう

にしよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の始まりの時刻や下校時

刻などを守ろう。 

 

 

⑤ 時間
じ か ん

を守
まも

ろう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お家の人と約束を決めて、正

しく使おう。 
 

 

 

⑥ 通信
つうしん

機器
き き

はルールや 

マナーを守
まも

って正
ただ

しく使
つか

おう 

みやびっこ 

６つの やくそく 

令和７年度 


